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日之影町告示第54号 

 令和４年第２回日之影町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和４年５月16日 

                               日之影町長 佐藤  貢 

１ 期 日  令和４年６月６日 

２ 場 所  日之影町役場（議会議場） 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

工藤 英信君          髙舘 英嗣君 

小谷 幸治君          甲斐 睦彦君 

河野  學君          飯干 静香君 

小川 輝久君          一水 輝明君 

────────────────────────────── 

○６月10日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○６月14日に応招した議員 

同上 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和４年 第２回 日 之 影 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日） 

                             令和４年６月６日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和４年６月６日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 報告 諸般の報告 

 日程第４ 報告 議長が決定した議員派遣 

 日程第５ 報告 常任委員会の所管事務調査報告 

 日程第６ 行政報告 令和３年度日之影町立小・中学校の学校評価並びに令和３年度日之影町

教育委員会の事務事業の自己点検・評価について 

 日程第７ 報告第１号 令和３年度日之影町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第８ 同意第３号 西臼杵郡公平委員会委員の選任について 

 日程第９ 承認第２号 専決処分事項の承認について（専決第２号）（日之影町税条例等の一

部を改正する条例） 

 日程第10 承認第３号 専決処分事項の承認について（専決第３号）（日之影町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例） 

 日程第11 承認第４号 専決処分事項の承認について（専決第４号）（令和３年度日之影町一

般会計補正予算（第１１号）） 

 日程第12 承認第５号 専決処分事項の承認について（専決第５号）（令和３年度日之影町国

民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）） 

 日程第13 承認第６号 専決処分事項の承認について（専決第６号）（令和３年度日之影町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）） 

 日程第14 承認第７号 専決処分事項の承認について（専決第７号）（令和３年度日之影町簡

易水道事業特別会計補正予算（第５号）） 

 日程第15 承認第８号 専決処分事項の承認について（専決第８号）（令和３年度日之影町奨

学資金事業特別会計補正予算（第３号）） 

 日程第16 承認第９号 専決処分事項の承認について（専決第９号）（令和３年度日之影町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）） 

 日程第17 承認第10号 専決処分事項の承認について（専決第10号）（令和３年度日之影町介
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護保険特別会計補正予算（第５号）） 

 日程第18 承認第11号 専決処分事項の承認について（専決第11号）（令和３年度日之影町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）） 

 日程第19 議案第27号 日之影町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 日程第20 議案第28号 日之影町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 日程第21 議案第29号 日之影町山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例の一部を改

正する条例 

 日程第22 議案第30号 令和４年度日之影町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第31号 令和４年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第32号 令和４年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第33号 令和４年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第34号 令和４年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 報告 諸般の報告 

 日程第４ 報告 議長が決定した議員派遣 

 日程第５ 報告 常任委員会の所管事務調査報告 

 日程第６ 行政報告 令和３年度日之影町立小・中学校の学校評価並びに令和３年度日之影町

教育委員会の事務事業の自己点検・評価について 

 日程第７ 報告第１号 令和３年度日之影町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第８ 同意第３号 西臼杵郡公平委員会委員の選任について 

 日程第９ 承認第２号 専決処分事項の承認について（専決第２号）（日之影町税条例等の一

部を改正する条例） 

 日程第10 承認第３号 専決処分事項の承認について（専決第３号）（日之影町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例） 

 日程第11 承認第４号 専決処分事項の承認について（専決第４号）（令和３年度日之影町一

般会計補正予算（第１１号）） 

 日程第12 承認第５号 専決処分事項の承認について（専決第５号）（令和３年度日之影町国

民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）） 

 日程第13 承認第６号 専決処分事項の承認について（専決第６号）（令和３年度日之影町国
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民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）） 

 日程第14 承認第７号 専決処分事項の承認について（専決第７号）（令和３年度日之影町簡

易水道事業特別会計補正予算（第５号）） 

 日程第15 承認第８号 専決処分事項の承認について（専決第８号）（令和３年度日之影町奨

学資金事業特別会計補正予算（第３号）） 

 日程第16 承認第９号 専決処分事項の承認について（専決第９号）（令和３年度日之影町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）） 

 日程第17 承認第10号 専決処分事項の承認について（専決第10号）（令和３年度日之影町介

護保険特別会計補正予算（第５号）） 

 日程第18 承認第11号 専決処分事項の承認について（専決第11号）（令和３年度日之影町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）） 

 日程第19 議案第27号 日之影町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 日程第20 議案第28号 日之影町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 日程第21 議案第29号 日之影町山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例の一部を改

正する条例 

 日程第22 議案第30号 令和４年度日之影町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第31号 令和４年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第32号 令和４年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第33号 令和４年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第26 議案第34号 令和４年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

────────────────────────────── 

出席議員（８名） 

１番 工藤 英信君       ２番 髙舘 英嗣君 

３番 小谷 幸治君       ５番 甲斐 睦彦君 

６番 河野  學君       ７番 飯干 静香君 

８番 小川 輝久君       ９番 一水 輝明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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 局長 富士本浩一郎君   録音係（総務課補佐）  山田知登世君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 佐藤  貢君   副町長 ………………… 甲斐 敏弘君 

教育長 ………………… 橋本 範憲君   総務課長 ……………… 押方 明弘君 

会計管理者 …………… 森重 喜博君   地域振興課長 ………… 工藤 富士君 

町民福祉課長 ………… 押方  誠君   税務課長 ……………… 谷川  靖君 

農林振興課長 ………… 平川 誠二君   建設課長 ……………… 佐藤  尚君 

保健センター所長 …… 丹波 昌二君   病院事務長 …………… 甲斐しおり君 

教育次長 ……………… 平川 浩二君   代表監査委員 ………… 小林 政隆君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（一水 輝明君）  改めまして、おはようございます。傍聴者の皆様におかれましては、御

多用のところ傍聴においでいただき、誠にありがとうございます。 

 これから令和４年第２回日之影町議会定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（一水 輝明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、２番、髙舘

英嗣君、３番、小谷幸治君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月１４日までの９日間にしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月１４日までの９日間

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 
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 まず、本日の会議に出席を求めた説明員の職・氏名は、お手元に配付したとおりであります。 

 議長報告については、さきに報告書を配付していますので、これを報告といたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議長が決定した議員派遣 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第４、議長が決定した議員派遣を報告いたします。 

 ３月２５日、高千穂町で開催された西臼杵広域行政事務組合議会定例会に総務文教常任委員長、

小谷幸治君、経済建設常任委員長、河野學君を派遣。 

 ４月２５日、高千穂町で開催された西臼杵郡森林・林業活性化協議会役員会に、日之影町議会

森林・林業活性化協議会会長、河野學君、副会長、工藤英信君を派遣。 

 ５月２０日、高千穂町で開催された西臼杵郡森林・林業活性化協議会総会研修会に、日之影町

議会郡森林・林業活性化協議会会長、河野學君をはじめ３名を派遣。 

 議長が決定した議員派遣は、以上３件であります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．常任委員会の所管事務調査 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第５、常任委員会の所管事務調査を行います。 

 初めに、総務文教常任委員会の閉会中の継続審査に付された事件について、委員会の報告をお

願いいたします。総務文教常任委員会委員長、小谷幸治君。小谷幸治君。 

〔総務文教常任委員長登壇〕 

○総務文教常任委員長（小谷 幸治君）  それでは、総務文教常任委員会所管事務調査の報告をい

たします。 

 調査期日は、令和４年４月１９日、場所として、深角残土処理場、旧八戸小学校跡地、宮崎部

品日之影工場跡地の３か所で、調査項目として、（１）町有財産の現状について、（２）町有財

産の利活用についての調査をいたしました。 

 （１）町有財産の現状について、土地については本庁舎その他の行政機関、公共用財産、山林、

その他の施設など７２５万６,８５７平方メートル、建物については延べ面積７万９,６２５平方

メートル、物品における公用車は５２台の現状でありました。 

 （２）町有財産の利活用について、まず、深角地区残土処理場、本用地については、西臼杵広

域農道残土処理場及び高千穂日之影道路残土処理場整備として、造成に関わる費用は国、県の事

業として実施されている。今回町内業者と売買契約に至り、造成工事が進められているが、今後、

会社の発展と本町への貢献と活性化が期待されるところである。 

 ②旧八戸小学校跡地活用、旧八戸小学校については廃校活用に向け、企業誘致に取り組んでい
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る。建物の状況として、廃校となって２年たっているが、空調設備や内装などきれいに保たれて

いる。現在、公募型プロポーザル形式による募集が行われているが、八戸小学校跡地は日之影町

の玄関に位置することから、世界農業遺産等の世界的ブランドをアピールする活用と旧校舎を適

切に運用、管理する企業、団体等に来ていただけることを望むものである。 

 ③旧宮崎部品日之影工場の活用、本工場は日之影町の誘致企業として、２３年間の操業期間を

経て平成２３年６月に閉鎖した、床面積３,７６９平方メートルの鉄骨造りの建物である。現在

はＪＡが資材置場として８５０平方メートルを利用している。今後、複数の会社が利用すること

も視野に入れた対応を検討し、あらゆる有効活用を再度検証をする必要があるのではないかと考

える。 

 以上で、総務文教委員会の所管事務調査を終わります。 

〔総務文教常任委員長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、総務文教常任委員会の所管事務調査報告は終わりました。 

 続きまして、経済建設常任委員会の閉会中の継続審査に付された事件について、委員会の報告

をお願いします。 

 経済建設常任委員会委員、小川輝久君。小川輝久君。 

〔経済建設常任副委員長登壇〕 

○経済建設常任副委員長（小川 輝久君）  それでは、経済建設常任委員会所管事務調査報告をい

たします。 

 調査事項として、家畜排せつ物の適正処理と有効利用について、期日は令和４年４月８日であ

りました。 

 場所として、①高千穂町川登、上川登集落協定堆肥処理施設であります。②として、株式会社

エンザイム、これ高千穂町でございますが、この２か所の調査を行ったところであります。 

 今回の調査は、町民との意見交換を行ってきた中で、畜産農家から家畜排せつ物の処理に苦労

しているという意見が数多く出されたことから調査を行ったものであります。 

 ①高千穂町上川登集落協定堆肥処理施設、協定代表者２名から説明を受け、施設整備に当たっ

ては約３年間の計画設計、研修を経て整備されている。堆肥舎への持込みは、協定員なら誰でも

自由で、６か月かけた完熟堆肥については、協肥協定員であれば自由に活用してよいとのことで

あり、残りの堆肥は高齢者が中心となり、尾谷いきいき直売所で袋詰めして販売しているとのこ

とである。 

 このような取組の結果、畜産農家は１３戸から１０戸に減ったものの、和牛頭数は９４頭から

１２０頭に増え、目的は達成しているとのことでありました。 

 事業概要としては、事業名は家畜排せつ物処理利用促進対策事業でありますが、事業主体が上
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川登集落協定２９戸、事業内容としては、堆肥舎木造１棟４５０平米、作業スペースを含み

６３０平米、ショベルローダー２台、マニアスプレッダー２台、総事業としては１,４５９万

５,０００円であり、県、町、その他の出資で賄っておるようでございます。 

 次に、②株式会社エンザイム、建設会社の関連会社であるが、広い敷地に堆肥を乾燥させるた

め、屋根は高く、壁をなくすことで風通しをよくするなど、工夫された木造の堆肥舎であった。

高千穂町内の畜産農家が定期的に堆肥を持ち込み、それに特許であるＵＥ酵素、これは１０キロ

単価で２万５,０００円ということでありますが、これを配合することで、臭いもなく、農業の

基本である土づくりに最も適した完熟堆肥ができるとのことで、販路も熊本、ＪＡ、地元農家な

ど順調に伸びているとのことでありました。 

 以上、２件の調査を行いましたが、高千穂町上川登集落協定の取組は、協定員の理解の下、中

山間地域直接支払制度の有効利用により成果を上げている事例である。また、堆肥についても、

完熟堆肥をつくることで、活用や販路も拡大できると思われる。 

 本町もＪＡ等と一体となり、このような施設を造ることにより、まだまだ増頭は増えるものと

考える。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

〔経済建設常任副委員長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、経済建設常任委員会の所管事務調査報告は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．行政報告 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第６、行政報告を行います。 

 令和３年度日之影町立小・中学校の学校評価並びに令和３年度日之影町教育委員会の事務事業

の自己点検・評価について報告を求めます。教育長、橋本範憲君。 

〔教育長登壇〕 

○教育長（橋本 範憲君）  令和３年度日之影町立小・中学校の学校評価並び令和３年度日之影町

教育委員会の事務事業の自己点検・評価について行政報告をいたします。 

 学校教育法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、学校評価並びに教育委員会

の事務事業の自己点検・評価を行い、その結果を公表することが義務づけられております。 

 まず、本町の学校評価は、各小・中学校が自校評価を行い、次にその結果につきまして、保護

者が評価を行います。さらに、学校運営協議会委員による評価が行われ、その評価結果が教育委

員会に報告されました。 

 また、教育委員会におきましても、事務事業の自己点検・評価を行い、学識経験者の所見を付

した報告書を作成しましたので、議会に提出いたします。 
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 なお、令和３年度学校評価並びに教育委員会の事務事業の自己点検・評価の結果は、保護者を

はじめ町民の皆様への公表とともに、引き続き、学校教育の充実及び教育委員会の事務事業の効

率化に努めてまいりたいと考えます。 

 以上、御報告いたします。 

〔教育長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、行政報告は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．報告第１号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第７、報告第１号令和３年度日之影町一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基づき、報告を求めます。

町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  報告第１号令和３年度日之影町一般会計繰越明許費繰越計算書について

御報告いたします。 

 令和３年度から繰り越しました事業は、総務費の里道災害復旧事業ほか１事業、民生費の住民

税非課税世帯等臨時特別給付金事業、農林水産業費の情報収集等業務効率化支援事業ほか５事業、

商工費の日之影温泉源泉ポンプ修繕・整備事業、土木費の社会資本整備総合交付金事業ほか４事

業、消防費の防災カメラ設置事業、教育費の教職員住宅環境快適化事業ほか３事業、災害復旧費

の現年発生農業施設災害復旧事業ほか３事業でありまして、繰越額は２億９,２０５万

４,０００円でございます。 

 詳細につきましては、繰越明許費繰越計算書のとおりでございます。 

 以上、御報告いたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。小谷幸治君。 

○議員（３番 小谷 幸治君）  それでは、令和３年度日之影町一般会計繰越明許費は記載のとお

り２４事業であります。 

 令和元年度、２年と比較して倍近くになっております。予算計上の時期は外的な要因により事

業を年度内に完了することが難しかったと考えますが、事業の成果をより早期に町民サービス、

町民へつなげるためにも可能な限り繰越しを少なくすることを要望したいと思いますが、町長の

所見をお伺いいたします。 

○議長（一水 輝明君）  町長。 
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○町長（佐藤  貢君）  お答え申し上げます。 

 今、小谷議員がおっしゃるとおりであります。予算を承認していただければ速やかに執行する

のは、当然のことでございます。なお、令和３年度におきましては、もう御案内のとおり、コロ

ナ対策の交付金とか、そういったもろもろの案件の動き、そういったものに伴います補正対応と

か、そういったこともございまして、そのような形になってきておるわけでありますけれども、

町単独で早期にできるものもあるようでありますので、そういったことにつきましては次年度以

降、今の御質問の趣旨に沿うような形で最善を尽くしていきたい、そのように思っております。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。小谷幸治君。 

○議員（３番 小谷 幸治君）  それでは、具体的に商工費の日之影温泉源泉ポンプ修繕・整備事

業というのがございますが、５５７万６,０００円、この修繕料は２月３日の臨時会のとき補正

予算として提案され、可決しています。急ぎの案件であったと記憶していますが、現況について

の説明をお願いいたします。 

○議長（一水 輝明君）  答弁を求めます。地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 御質問の内容にありましたとおり補正をさせていただきまして、行ったものでございます。工

事の内容につきましては、メンテナンスが主なものということでございますが、進捗につきまし

ては、早急に４月に入りまして──３月中に委託会社との契約を済ませまして、令和４年、本年

の５月２３日に整備を完了したところでございます。 

 引き続き、温泉という緊急事態に備えた早期の対策ということで、この時期での修理を済ませ

たところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  先ほどの質問がありました総額が倍になっているわけですよね。

具体的な数字言いますと、昨年の金額が１億４,５００万、今年が２億９,２００万ということで、

そういった傾向をどういうふうにして捉えておられるか、説明願いたいと思います。 

○議長（一水 輝明君）  副町長。 

○副町長（甲斐 敏弘君）  ただいまの御質問ですが、まず、表を見て御覧いただけると分かると

思いますが、林道災害復旧事業が８,３００万、これが大きなウエートを占めております。やは

り災害復旧というのは、年によって大きな災害があったり、なかったりということで、この部分

が一番大きく昨年より増加しているところでございますが、あと先ほど町長も申しましたが、コ

ロナの関係の交付金等々の事業とか、給付金関係が今年度倍額になったという、要因というふう

に捉えているところでございます。 
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○議長（一水 輝明君）  甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  それでは、消防費の防災カメラの設置事業、これについての計画

を御説明願いたいと思います。 

○議長（一水 輝明君）  総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  消防費の防災カメラ設置事業についてお答えをいたします。 

 この事業の内容については、現在、線状降水帯とかゲリラ豪雨等がかなり頻繁に発生をしてい

る状況でございます。 

 そういった状況を踏まえまして、河川水の情報を速やかに住民に情報提供ができるように、鹿

川地区がカメラ未設置でございましたので、「つりがね」のほうに新しく新設と、八戸いこいの

広場のところにカメラがございますけれども、そちらのほうが経年劣化でございまして、それを

修理しなければならないということで、この２か所の部分を工事として実施するものでございま

す。 

 なお、皆さんも御承知──睦彦議員も御承知のとおり、半導体不足等が全国的に不足している

というような状況で、入手が困難ということで繰越しとなった状況でございます。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  想定もしなかった災害というのが毎年のように全国で起きていま

す。この防災カメラというのは、非常に地域の情報を速やかに地域住民の方々が入手する手段に

なるかなと思いますが、これデータ放送ですね、町のデータ放送、これとリンクすることはでき

ないのですか。ネットで見たら、防災カメラ見れますけど、これがデータ放送で見れると、ほと

んどの方が、町民の、見れるかなと思いますけど、そこ辺の見解をお願いします。 

○議長（一水 輝明君）  総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  データのほうは上がってきますので、それをデータ放送化するかと

いうことでございますが、また検討させていただきまして、できる場合は逐次データ放送のほう

に情報としていたしたいというふうに思います。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 以上で、報告第１号は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．同意第３号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第８、同意第３号西臼杵郡公平委員会委員の選任についてを
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議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  同意第３号西臼杵郡公平委員会委員の選任についての提案理由を説明い

たします。 

 郡内３町と西臼杵広域行政事務組合が共同設置しております、西臼杵郡公平委員会委員のうち、

本町から選任しております馬﨑英俊氏が、令和４年８月２０日をもって任期満了となります。 

 つきましては、同氏を引き続き委員として選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事案件のため討論を省略して、会議規則第８１条の規定により、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  異議なしと認めます。本案は討論を省略して、直ちに採決することに決

定をいたしました。 

 この採決は起立によって行います。日程第８、同意第３号について原案のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、同意第３号は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．承認第２号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第９、承認第２号専決処分事項の承認について（専決第

２号）（日之影町税条例等の一部を改正する条例）を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第２号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 
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 専決いたしましたものは、日之影町税条例等の一部を改正する条例でございます。 

 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令及

び地方税法施行規則等の一部を改正する省令が、令和４年３月３１日にそれぞれ公布され、原則

として、同年４月１日から施行されることに伴い、日之影町税条例等の一部を改正したものであ

ります。 

 主な改正内容は、個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長等であります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第９、承認第２号について原案のとおり承認することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第２号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．承認第３号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１０、承認第３号専決処分事項の承認について（専決第

３号）（日之影町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第３号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、日之影町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 

 今回の改正は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が令和４年４月１日から施行され

ることに伴い、日之影町国民健康保険税条例の一部を改正したものであります。 

 改正の主な内容につきましては、基礎課税額に係る課税限度額を６３万円から６５万円に引き

上げ、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を１９万円から２０万円に引き上げるもので
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あります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。髙舘英嗣君。 

○議員（２番 髙舘 英嗣君）  すみません、教えていただきたいんですが、課税額、課税限度額

が引き上げられるということは、その分対象者が増えるという形でよろしい──という認識でよ

ろしいでしょうか。 

○議長（一水 輝明君）  税務課長。 

○税務課長（谷川  靖君）  ただいまの髙舘議員の御質問にお答えします。 

 おっしゃるとおりで、限度額が引き上げられる、これまで９９万円、基礎課税額、後期、介護

と合わせて９９万円だったものが１０２万円になる、結果的になるんですが、限度額がですね、

その中で対象者が増えていくということになります。 

 参考までに、昨年度は限度額全て該当されたのは２件でした。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１０、承認第３号について原案のとおり承認することに賛成諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第３号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．承認第４号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１１、承認第４号専決処分事項の承認について（専決第

４号）（令和３年度日之影町一般会計補正予算（第１１号））を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 
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○町長（佐藤  貢君）  承認第４号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町一般会計補正予算（第１号）であります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 町税は、個人町民税等で１,４１６万５,０００円の追加。地方譲与税は、自動車重量譲与税等

で１,７３１万２,０００円の追加。利子割交付金は２万６,０００円の追加。配当割交付金は

８１万１,０００円の追加。株式等譲渡所得割交付金は８３万２,０００円の追加。法人事業税交

付金は２９４万円の追加。地方消費税交付金は１,８４１万５,０００円の追加。環境性能割交付

金は３３３万５,０００円の追加。地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減

収補填特別交付金で１６３万６,０００円の追加。地方交付税は、特別交付税で２億３１１万

９,０００円の追加。交通安全対策特別交付金は６２万５,０００円の追加。分担金及び負担金は、

老人保護費負担金等で５３７万円の追加。使用料及び手数料は、公営住宅使用料等で５６万

３,０００円の減額。国庫支出金は、住民税非課税世帯臨時特別給付金事業等で１,６７４万

８,０００円の減額。県支出金は、鳥獣被害防止総合対策交付金事業等で２４３万３,０００円の

減額。財産収入は、建物貸付収入等で４３万８,０００円の減額。寄附金は、ふるさと応援寄附

金等で２９５万５,０００円の追加。繰入金は、水源の里振興基金繰入金等で４９２万

２,０００円の減額。諸収入は、介護予防の一体的事業等で７６２万４,０００円の追加。町債は、

林業施設災害復旧事業債等で３,３７０万円の減額。自動車取得税交付金は７,０００円の追加。 

 以上、歳入補正を２億２,０３６万８,０００円の追加とし、歳入総額を５７億４,２５４万

５,０００円といたします。 

 次に歳出は、事業実績に伴う補正と執行残額の整理が主な内容ですが、病院事業会計繰出金を

３,０００万円、国民健康保険事業特別会計繰出金を７９３万円それぞれ減額。奨学資金特別会

計繰出金を２,９８０万９,０００円の追加。基金積立金として、公共施設等整備基金へ１億

７,６０２万円、減債基金費へ４,６００万４,０００円、中山間地域活性化推進資金基金費へ

５００万円、家畜防疫対策基金費へ２００万円、子育て応援基金費へ６,０００万円それぞれ追

加。 

 以上、歳出補正を２億２,０３６万８,０００円の追加とし、歳出総額を５７億４,２５４万

５,０００円とするものであります。 

 次に、第２表繰越明許費補正は、翌年度に繰り越して使用することのできる経費について、住

民税非課税世帯等臨時特別給付金事業を追加し、その他７事業を変更するものであります。 

 次に、第３表地方債補正につきましては、借入限度額を変更するものであります。 

 令和３年度一般会計予算につきましては、当初予算で基金から約３億８,９００万円を繰り入

れることとしておりましたが、令和２年度決算積立金を含め、基金へ約５億４,６００万円を積
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み立てることといたしました。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  それでは、６１ページの個人番号カード関連事務委託料、本町の

個人番号の普及はどのくらい、今現在どのくらいですか。 

○議長（一水 輝明君）  町民課長。 

○町民福祉課長（押方 誠君）  ただいまの質問についてお答えいたします。 

 令和３年度末の本町のマイナンバーカードの申請数につきましては、２,１４４名となってお

りまして、申請率は５５.８％という数字となっております。 

○議長（一水 輝明君）  甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  ５５.８％が現状ということで、まあ、半分ちょっとですね、残

りはどういう状況でしょうかね。これからされるのか、また必要ないか、そういった個人的なこ

とはどういうふうに把握されているか、お聞きしたいと思います。 

○議長（一水 輝明君）  町民課長。 

○町民福祉課長（押方 誠君）  質問にお答えいたします。 

 今後のマイナンバーカード申請率等の向上につきましては、実際、令和２年度、３年度、コロ

ナ禍でなかなか地域に出向いたりとか、サロンとか、そこで交付申請等を行っていこうという計

画を立てておったんですけれども、なかなか地域に出向けていけなかった状況がございます。 

 令和３年度中ですが、数回ほど土日の申請等も受付を実施したところでございます。 

 令和４年度中の交付申請等の受付につきましては、土日できればまた機会を増やしていきたい

のと、７月に予定をされております参議院議員選挙の際に、期日前投票に来られる方がいらっし

ゃると思いますが、そういう機会を利用しまして、マイナンバーカードの申請の率を上げていき

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  ３５ページの寄附金につきまして、何件ぐらいのふるさと応援寄

附金が、この内容についてお願いします。 

○議長（一水 輝明君）  答弁を求めます。地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回補正を行います分につきましては、７,５００万ほどの３月末時点で想定しておりました

が、今回約１０％ほどの増額が見込まれ、７,７７５万５,０００円という確定値を踏まえた補正
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となります。 

 人数につきましては、延べ人数２,４３１名の方が御利用いただきまして、２月、３月のほう

で７０件から１００件の前年度比から比べますと増加が見られたというところが主な理由でござ

いまして、実績の内容でございます。 

 以上でございます。 

○議長（一水 輝明君）  工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  その要因として何か上げられるようなものはありますか。 

○議長（一水 輝明君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  依然として人気がありますのは、宮崎高千穂牛関係がおういい

ございますが、今回新たに鶏肉関係も新たに追加したということでございまして、そういったも

のの人気度が高いというのもございました。 

 また、全国的にふるさと納税関係の周知徹底も図られているようでございまして、そのメリッ

トを利用者が把握した上で、そういった流れになっているのかなというふうに思っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  関連でございますが、堅調に伸びているのかなと感じます。 

 そこで、ふるさと納税の寄附金の活用、これネットで見てみますと、今３項目ですね、水源の

里のまちづくり事業、ふるさとの地域振興のための事業、森林セラピー基地のまちづくり事業と

いう形で３項目大きく活用がうたわれておりますけど、まだまだ納税者に対してこの活用を具体

的に、例えば子供たちに目を向けるとか、お年寄りに目を向けるとか、そういったこの活用方法

を広げていくといいなと感じていますけど、担当課としてそこら辺りどういうふうに感じられて

おられるか、お聞きしたいと思います。 

○議長（一水 輝明君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  ふるさと納税につきましては、今言われたような事業を指定さ

れて納付をいただけるというケースでございまして、手持ちの資料でいきますと、水源の里に関

する分についての利用を希望される方が１７.５％、森林セラピー基地のまちづくりに関しての

事業に関して希望される方が９.５％、ふるさとの地域の振興のために利用をという方が

２５.７％、その他の事業を指定していないという方が４７.３％ということで、おおむね半数の

方が指定をいただいておらない状況でございます。 

 今議員のほうから質問がありましたとおり、いろんな事業をお示ししていろんな興味を引いて

いくというのも一つの方法と思っておりますが、この実績にありますとおり、特に指定していな
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いというケースのほうがおういいございますので、貴重な財源として御好意というふうに考えて

おります。 

 そういうところで、この事業にこの事業にという表現の仕方はちょっと避けたいというふうに

思いますし、あくまでもこの御好意に対して町の財政と調整しながら、いい事業を展開していく

という趣旨で考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。髙舘英嗣君。 

○議員（２番 髙舘 英嗣君）  ４３ページの町債のところなんですが、農林水産業、災害復旧費

のですね、これ３,３５０万円の減額となっているんですが、こちらは計画していた事業がなく

なった、もしくは再度調整に入ったという形の認識でよろしいでしょうか。 

○議長（一水 輝明君）  総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  ただいまの御質問の林業施設災害復旧事業の現年災の３,３５０万

円の減額の部分でございますけれども、これ林道の災害、戸川２線でございますが、補助率のア

ップ、激甚災害に指定をされたということで、補助率がアップをいたしました。その部分で今回

３,３５０万円を減額をさせていただいたものでございます。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。小川輝久君。 

○議員（８番 小川 輝久君）  １７ページの自動車重量譲与税の９９５万２,０００円、この増

額になっておる明細をお知らせください。 

○議長（一水 輝明君）  答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（押方 明弘君）  自動車重量譲与税の部分の９９５万２,０００円の増の部分ですけ

れども、この部分につきましては、自動車重量税の収入の１０００分の５９３を国に、

１０００分の４０７を市町村が管理する市町村道の延長及び面積によって案分して市町村に譲与

されるものでございます。 

 そういったことでございまして、金額のほうが確定をいたしましたので、当初予算で

６,８００万円組んでおったんですけども、今度増額分の９９５万２,０００円を追加ということ

で記載させていただいているものでございます。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  ４１ページの住宅新築・リフォーム定住促進事業返還金というこ

とですけども、本町においても、日之影町に住んでいただこうということで、いろんな施策が出

てきているんですけども、この返還された理由とか、１名なのか人数的なものも、理由として、
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返還の理由ということをお尋ねします。 

○議長（一水 輝明君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（工藤 富士君）  ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回発生しましたケースは、福岡のほうから本町のほうに移住されておった方が、高千穂町の

ほうに転出されたというケースが発生したことによるものでございます。 

 ２年以上３年未満に該当します返還金が発生しましたので、この金額を一括して収入として上

げさせていただいたということでございます。 

 主な理由につきましては、町内に住んでいろんなお仕事のほうもやっておられたというお話は

聞いておったんですが、いろんな家庭内のトラブル、御親族のトラブル的なものがあった上で、

高千穂のほうに転出されたということでございましたので、詳細にわたっての追跡調査は行って

おりません。ただ、私どもが入りましての、仲裁的な手当て等も行っておりませんが、私どもが

基本としますのは、そう日之影町においでいただいて、日之影町で生活を行っていただいて、人

口の維持、増につながっていただけるような方の受入れを徹底しておりますが、中身についての

追跡は行っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。飯干静香君。 

○議員（７番 飯干 静香君）  ３５ページの細かい数字でございますが、物品売払い収入の御説

明をお願いいたします。 

○議長（一水 輝明君）  副町長。 

○副町長（甲斐 敏弘君）  この物品売払い収入ですが、まず、本庁で所有しております公用車が

１台、あと旧庁舎にありました備品、公民館や町内の各団体に配布しましたが、その残りの備品

につきまして、販売できた部分が一部でございます。 

 あと、行旅死亡者、いわゆる日之影町内で身寄りのない方で亡くなられた方がいるんですが、

その方が持っておられた自動車につきまして販売をしたところでございます。 

 以上３件でございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  それでは、７３ページの子育て世帯臨時特別給付金が３３０万減

額ですけど、これについての御説明をお願いいたします。 

○議長（一水 輝明君）  町民課長。 

○町民福祉課長（押方 誠君）  ただいまの質問についてお答えいたします。子育て世帯臨時特別

給付金は、国の施策でございますが、１８歳以下の児童手当支給に該当する児童に対し、一律

１０万円を給付ということでございます。本町の支給対象児童数が４７７名おりました。その分、
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中学生以下が３７８人、高校生が９７人、町単でお二方に支給をしているところでございます。

その分の差額分を今回補正で減額をしたところでございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  ６９ページと、７１と、７３となるんですけども、コロナ対策の

と思うんですけども、住民非課税世帯臨時特別給付金、これがマイナスの４７０万、これ１世帯

あたり１０万円、そして次、７１ページの子育て世帯生活特別給付金が、これは児童１人５万円

ということで、マイナスの６１万円、次のページの７３ページ子育て臨時特別給付金、これは

１０万円ということで増えているんですけども、これ人数、世帯また人数的なものは、もう分か

ってると思うんですけども、こういった大きな差額が出るということの、どういうあれでしょう

か、原因は。 

○議長（一水 輝明君）  町民課長。 

○町民福祉課長（押方 誠君）  ただいまの質問についてお答えをいたします。 

 まず、６９ページの住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費につきましては、これ令和４年

２月の臨時議会で予算を計上させていただいた事業でございます。当初、７００世帯を見込んで

おりました。実際、令和３年度中に支給ができたものが６１３世帯、で、今回繰越し事業としま

して、４０世帯分を繰越しをさせていただいておりますが、うち１６世帯分がこの事業に該当す

るということで、総支給が６２９世帯というところで、現在のところ見込んでおります。以上で

ございます。 

 続きまして、７１ページの子育て世帯生活支援特別給付金事業費につきましては、５０名で予

算を組んでおったところでございますが、実人数が３８名で確定をいたしましたので、今回差額

分を減額をしたというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  その次のページの子育て世帯臨時交付金をお願いします。 

○議長（一水 輝明君）  ７３ページの。 

○議員（１番 工藤 英信君）  子育て世帯臨時特別給付金、これは１人、世帯で１０万円の分で

すね。 

○議長（一水 輝明君）  先ほど、静香さんが質問されました。 

○議員（１番 工藤 英信君）  ああ、ごめんなさい。 

○議長（一水 輝明君）  あっされます。町民課長、何か答弁できますか。今の。先ほどの答弁と

同様ということですね。町民課長。 

○町民福祉課長（押方 誠君）  ７３ページの子育て世帯給付金の事業につきましては、５００名
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程度予定をしておりました。実際が４７７名ということで、支給の確定をしているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。小谷幸治君。 

○議員（３番 小谷 幸治君）  同じく、７３ページの保健衛生総務費に中で、繰出金、病院事業

会計繰出金は、３,０００万円の減額となっておりますが、病院のほうでは、医業外収益の補助

金のところと思いますけども、その要因についてお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（一水 輝明君）  病院事務長。 

〇町立病院事務長（甲斐しおり君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 この３,０００万円につきましては、３月の補正時では、１２月までの収益の見込みを立てて、

この費目において、３,０００万円を計上しておりましたが、１月から３月にかけて、高千穂町

立病院、主にですね、満床となりまして、本院への転院によって、入院患者が増加しました。そ

こで、医業収益が予想より、１,４８０万円ほど増額し、また費用につきましては、公営企業会

計上、病院としての歳出を確保するということで、材料費、主に薬品費を多めに計上しておりま

して、そこがそこまで支出が必要がなかったということで、合計しまして３,０００万円は繰り

入れずに決算することができましたので、ということが理由です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  それでは、有害鳥獣の件で、９３ページを御覧いただきたいと思

います。今回が、有害鳥獣の買上げが３８９万６,０００円ということで、全体的に頭数が減っ

たのかなという感じが受けますけど、実態的にはどういうものなのでしょうか。御説明願いたい

と思います。 

○議長（一水 輝明君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（平川 誠二君）  御質問にお答えします。 

 有害鳥獣捕獲関係に伴います買上金の３８９万６,０００円の減額につきましては、当初予算

ではイノシシ、鹿、また小型鳥類を含めまして２,３６９頭分の予算を確保しておりました。

３月中旬にこの事業の実績の締めを行ったところ、その時点で実績が１,９９９頭の実績となり

ました。予算計上分より３４０頭実績のほうが少なかったということで、その分の減額が

３８９万６,０００円という形になっております。実績等見ますと、１,９９９頭ということで、

昨年令和２年度が２,１６１頭、その前が２,３６１頭ということで、年々減少傾向にあるのかな

ということで思っております。 

 その要因につきましては、捕獲員さんの高齢化によります捕獲頭数の減少も少なからずあると

考えておりますが、本町で５人の捕獲員さんを確保して活動をしていただいております。その
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方々に意見をお聞きしますと、実際個体数も減っているという話を聞いているところでございま

す。また、被害の調査を行いましたけれども、その調査結果を見ますと、その結果につきまして

も、減少傾向にあるというところでございます。ただ、全国的には、イノシシ、鹿の生息数を令

和５年までに半減させるということで、国も動いているようでございますが、今後いろいろな形

で、捕獲の強化する施策が打ち出されるかと思いますが、そういった方向性を見ながら今後の対

策等を打っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  昨年度、ＩｏＴを活用したわなに発信機をつける、５台、１０台

でしたか、それが先ほど言われた５名の年間通した捕獲員、ちょっとお話聞いてみると、なんか

あんまり期待した以上ではないという言葉が聞くんですが、その辺どういうふうに捉えておられ

ますか。 

○議長（一水 輝明君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（平川 誠二君）  御質問にお答えします。ただいま、お話にありました、ほかパ

トというＩＣＴを活用しました機材につきましは、昨年この鳥獣被害防止総合対策交付金事業を

活用しまして、本町に基地局として２機、その子機として５０機を整備させていただきました。

基地局につきましては、宮水と仲組地区にそれぞれ設置をして、子機５０機につきましては、先

ほど申し上げました本町が依頼しております５名の各位の皆様に、１０機ずつ配置をさせていた

だいております。このほかパトの実績につきましては、現在、その検証を行っておりますが、そ

の検証の結果につきまして、今後の捕獲作業に役立てていきたいと考えております。 

 先ほど、そのような期待した効果がというようなお話がございましたけれども、本課のほうで

伺っておりますのは、見回りの負担が減ったと、その分ほかのところを見回ることができるよう

になったので、そういった時間を軽減することができたという御意見と、実際にこの子機が発動

して、子機からの情報発信があって、獲物までの時間が短縮されるということではありますので、

そういった良好な意見もお聞きしたところでございます。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  基地局が２局ということで、よく話、その方たちから聞くのが、

電波が入らないと、そういう状況でその電波の確認をどこ辺までされているのか、一台は鹿川で

したかね、一台はこの役場周辺かなと思いますが、なかなか電波が入らないということなんです

が、ここ辺、そのメーカーさんとの協議をなされたのかお聞きしたいと思います。 

○議長（一水 輝明君）  農林振興課長。 
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○農林振興課長（平川 誠二君）  この機材の導入に当たっては、メーカーの方と調整をさせてい

ただいております。その中で、本町のこの急峻な地形の中で、この２機がカバーできる最善のと

ころということで、仲組と宮水地区を設定させていただきました。ただ、その中で、どうしても

電波を拾えないというところがあるということは、私どもも耳にはしておりますので、その辺の

ところを、今後検証いたしまして、その結果を反映させていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  ほかに質疑ありませんか。工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  関連でございます。同じく９３ページ、鳥獣被害防止対策交付金

のところで、２１５万５,０００円と減額でございます。これは、被害防止計画書というのをま

ず出して、それから交付金が来るわけです。それで計画書によって交付税というのは来るんでし

ょうか。 

○議長（一水 輝明君）  答弁求めます。農林振興課長。 

○農林振興課長（平川 誠二君）  御質問にお答えします。この鳥獣被害防止総合対策交付金につ

きましては、年度当初に計画書を県、それが国のほうに行くわけですけれども、計画書を提出し

まして、この事業を遂行しているところでございます。 

 この今回計上しておりますマイナス２１５万５,０００円につきましては、大きく２つござい

ます。まずは、ワイヤーメッシュ柵、金網柵の設置事業と、先ほど答弁でも申し上げました、ほ

かパトＩＣＴを活用した機材及びおおひとジビエ加工場のプレハブ冷凍庫施設機材の導入が、今

回の事業の内容でございます。当初、ワイヤーメッシュ柵につきましては、１万７２０メーター

の計画を持っておりました。この中で、年度途中に新たな要望等も発生し、また入札によります

事業費の減等もありまして、最終的には、１万１,８８０メーターのワイヤーメッシュ柵を設置

を行っています。延長は、１,１６０メーター増えておりますが、事業費的には、１５９万

４,０００円の減となっております。 

 続いて、ほかパト及びプレハブ冷凍庫の施設機材につきましては、こちらも入札を行いました

結果、それぞれマイナス４万７,０００円、マイナス５１万３,０００円の減額が確定して今回そ

れの合計が２１５万５,０００円ということで計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  関連はございませんか。ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって、討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１１、承認第４号について原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第４号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。ここで暫時休憩といたします。 

 １１時１５分から再開をいたします。 

午前11時06分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（一水 輝明君）  それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．承認第５号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１２、承認第５号専決処分事項の承認について（専決第

５号）（令和３年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号））を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第５号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）であ

ります。 

 まず、収益的収入及び支出から申し上げます。 

 収益的収入は、医業収益を１,４８０万９,０００円追加し、医業外収益を２,９７０万

６,０００円減額し、特別利益を１,０００円追加するものであります。 

 収益的支出は、医業費用を１,３６２万２,０００円減額し、医業外費用を８４万８,０００円、

特別損失を２８万６,０００円それぞれ追加し、予備費を２４０万８,０００円減額して、収益的

収入及び支出の予算総額を６億５,５８２万９,０００円とするものであります。 

 次に、資本的支出について申し上げます。 

 資本的支出は、建設改良費を５６万７,０００円減額し、支出総額を６,３８８万５,０００円

とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 
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 これから質疑を行います。小谷幸治君。 

○議員（３番 小谷 幸治君）  先ほど一般会計補正予算のところで、３,０００万円の操出金の

減ということで、質問させていただき、答弁をいただいたところですが、その理由として、入院

患者の増と経費等の費用の減ということでございましたが、具体的に入院患者がどのくらい増え

たのか。そして、その増えたところで、看護師さん、お医者さん、いろんな方の体制、入院患者

が増えたということですね、そこ辺のところは大丈夫なのかをお聞きしたいと思います。たしか、

５０床が日之影町立病院の入院患者の受入病床やったと思うんですけども、そこ辺のところも兼

ねて答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（一水 輝明君）  病院事務長。 

○町立病院事務長（甲斐しおり君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 入院患者の増につきましては、人数的には、１月から３月まででは、昨年度の比較で３２２名

増えております。 

 その増えていることによって、病院の体制なんですが、２月につきましては、医師定数が足り

ない、標準的には足りない状態でしたけれども、施設基準的には７０％減で大丈夫というところ

で、医師数定数については、施設基準クリアしております。看護師の定数につきましても、ぎり

ぎり状態ではありましたけれども、看護師の泊りの看護師は、数字的には大丈夫でありました。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  小谷幸治君。 

○議員（３番 小谷 幸治君）  多分３５床とか、そのくらいが入院患者で埋まっていると思うん

ですけども、その看護師さんたちの労務の内容が長時間になり厳しくなっていると思うんですけ

ども、そこ辺のところの体力的なところは大丈夫でしょうか。今の体制で。 

○議長（一水 輝明君）  病院事務長。 

○町立病院事務長（甲斐しおり君）  看護師さんにつきましては、補助看さんを２月、３月で増員

しております。それと看護師の夜勤配置につきましても、１人当たり７２時間以上勤務したらい

けないというところがありますけれども、そこも何とかクリアして、体力につきましても、きつ

かったとは思いますけれども、頑張っていただいております。 

 また、補助看さんを夕方遅くまで、早出と遅出で振り分けていまして、会計年度の看護師さん

も遅出の人を２人ぐらいにしたりとか、そういう配置を考えて乗り切ってきました。 

 人数につきましては、おっしゃるとおり入院患者さん３５人ぐらいが、３５人から、１年の平

均でいきますので、３７人までは大丈夫かなというところになっております。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。 

○議員（３番 小谷 幸治君）  はい。 
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○議長（一水 輝明君）  ほかに質疑ありませんか。工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  関連ですけども、高千穂病院から、こちらに移動するということ

で、今度３町が一緒になる。病院で融通し合うということで、そういう関係で、もう、やられて

いるちゅうことでしょうか。 

○議長（一水 輝明君）  病院事務長。 

○町立病院事務長（甲斐しおり君）  お答えいたします。 

 統合再編のほうも視野に入れて、少しずつは動いております。高千穂町立病院の連携室とうち

の病棟看護師とも連携しながら、高千穂町立病院からの入院等の協議をと、あと、ドクターの意

見もございますので、話合いながら連携を取っているところでございます。 

○議長（一水 輝明君）  工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  本当にいい結果が出ているなというふうに思っているところでご

ざいます。 

 それで、１日平均患者数が３０人、新プランでやっていますよね。それで外来は１１０人とい

うことでありますけども、やっぱり、外来というのは大変厳しいのかなと思うんですけども、大

分マイナスということでありますけども、その要因としては、やっぱり、今までどおりの要因で

しょうか。 

○議長（一水 輝明君）  病院事務長。 

○町立病院事務長（甲斐しおり君）  外来患者につきましては、診療報酬的には下がっております

けれども、延べ人数的には昨年と比較して１８人の増となっております。診療報酬につきまして

は、外来患者で来られていた方が入院して、診療報酬の高い方とかもいらっしゃいますので、そ

れが入院のほうの診療報酬に回ったというところもございます。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。工藤英信君。 

○議員（１番 工藤 英信君）  改革プランも、年度ちゅうか、２９年から３２年だったと思うん

ですよ。引き続きそれを、そのプランに沿ってやっているということでよろしいでしょうか。 

○議長（一水 輝明君）  病院事務長。 

○町立病院事務長（甲斐しおり君）  お答えいたします。 

 改革プランにつきましては、今年度まではその改革プランに沿ってやっておりますが、今年度

から来年度にかけて、今度は経営強化プランというものを作成することになっておりますので、

今後はその経営強化プラン。その案が３月末に出ておりますので、今から作成するところでござ

います。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑ありませんか。甲斐睦彦君。 
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○議員（５番 甲斐 睦彦君）  以前もお話をしたことがあるんですが、患者さんの御意見箱です

ね。それが今度の経営プラン、それに反映され、どのぐらい意見が出たか分かりませんけれども、

そこ辺も、やっぱり──その前に御意見はどんなですか。 

○議長（一水 輝明君）  病院事務長。 

○町立病院事務長（甲斐しおり君）  お答えいたします。 

 御意見箱につきましては、昨年の議会で入っておりませんでしたと回答した覚えがございます

けれども、それから、後、４件ほどの意見が入って、内容的には３件ほどの意見が入っておりま

す。けれども、内容的には、改革プランに反映するよりは、掲示物の期限が切れているとか、そ

ういうふうな意見でしたので、また今後入って、そういう貴重な御意見、それも貴重な御意見で

ございますけれども、病院経営上、経営強化プランに反映すべきことが、内容があれば、反映し

ていきたいと考えております。 

○議長（一水 輝明君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１２、承認第５号について原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第５号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．承認第６号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１３、承認第６号専決処分事項の承認について（専決第

６号）（令和３年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号））を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第６号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）で、

国・県支出金及び保険給付費の確定に伴う補正が主なものであります。 

 まず、歳入について申し上げます。 
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 国民健康保険税を１９２万８,０００円追加、一部負担金を４,０００円、使用料及び手数料を

１,０００円、県支出金を１,６１８万４,０００円減額、財産収入を２,０００円追加、繰入金を

１,２７５万５,０００円減額、諸収入は２３万５,０００円、国庫支出金は４万７,０００円、そ

れぞれ追加するものであります。 

 次に、歳出では、総務費を２０万９,０００円、保険給付費を３,５４９万１,０００円、保健

事業費を３７３万７,０００円、それぞれ減額、積立金に１,３００万３,０００円追加、公債費

を１,０００円、諸支出金を３１万５,０００円、共同事業拠出金を１,０００円それぞれ減額、

予備費に１万９,０００円追加して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億９,９６８万

２,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１３、承認第６号について原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第６号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．承認第７号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１４、承認第７号専決処分事項の承認について（専決第

７号）（令和３年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号））を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第７号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）でありま

す。 
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 まず、歳入について申し上げます。 

 負担金及び分担金を３万１,０００円、繰入金を１４２万４,０００円それぞれ減額、使用料を

１１３万８,０００円追加するものであります。 

 歳出では、衛生費の簡易水道費を５万６,０００円、予備費を２６万１,０００円それぞれ減額

し、歳入歳出予算の総額を９,１５３万６,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  じゃあ、９ページの現年度分水道使用料が１３１万５,０００円

増えていますけど、この要因というのは、どういうことなんでしょうか。 

○議長（一水 輝明君）  建設課長。 

○建設課長（佐藤  尚君）  現年度分の水道使用料の増額分でありますけど、令和３年度の当初

予算を組む際に、令和２年度の収納状況等を参考にして少なめに予算を計上していたために、令

和４年３月末時点での納入額が当初予算を１３１万５,０００円上回ったものでございます。特

段、どこが増えたとか、そういう要因はございません。 

○議長（一水 輝明君）  ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１４、承認第７号について原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第７号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．承認第８号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１５、承認第８号専決処分事項の承認について（専決第

８号)（令和３年度日之影町奨学資金事業特別会計補正予算（第３号））を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 
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〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第８号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町奨学資金事業特別会計補正予算（第３号）でありま

す。 

 まず、歳入から申し上げます。 

 寄附金を７万５,０００円、繰入金を２,９８０万９,０００円及び繰越金を２万３,０００円、

それぞれ追加し、貸付金収入を２０万７,０００円減額とするものであります。 

 歳出では、貸付金を３０万円減額し、積立金を３,０００万円追加して、歳入歳出予算の総額

を４,９９４万９,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  奨学資金の件については、また後ほど詳しくお聞きしたいと思い

ますが、２,９００万という増額で非常にありがたいです。本町出身の学生にとって、ありがた

い事業だと思います。 

 そこで、歳入のところです。寄附金が１万円から７万５,０００円ということなんですが、金

額的には少ないわけですが、この７万５,０００円はどういうことでしょうか。 

○議長（一水 輝明君）  教育次長。 

○教育委員会教育次長（平川 浩二君）  寄附金についてお答えいたします。 

 令和３年度に寄附金を頂きましたのは、総勢４名の方から頂いております。 

 地区はいろいろございますが、家族がお亡くなりになられた方からの寄附、また、教育関係に

恩返しがしたいという方からの寄附等で、合わせて４人の方から８万５,０００円頂いておりま

す。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  先ほど一般会計の補正予算でも、ちょっと触れました、ふるさと

納税の返礼、活用ですね。お金の活用。半分、半数の方が活用していないという返事をいただき

ましたが、教育委員会として、この寄附金を奨学資金並びに本町の子供たちのためにという、そ

ういった活用をですね、先ほど３つありましたけど、何か１つぐらいは、そういった形で、教育

の町日之影町をアピールができるようなことを考えてほしいなと思いますけれども、いきなりの

質問で困惑されるかなと思いますけど、今のことを聞いて、何か感じられたことをお聞きしたい
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と思います。 

○議長（一水 輝明君）  事務長でいいですか。教育次長。 

○教育委員会教育次長（平川 浩二君）  今の質問につきましては、寄附行為でありますので、い

つ、どういう形で、幾らぐらい来るということは、なかなか推測は難しいところではございます

けれど、財政当局とまた協議しながら、そういったところができるのかどうかも含めて検討して

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１５、承認第８号について原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第８号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．承認第９号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１６、承認第９号専決処分事項の承認について（専決第

９号）（令和３年度日之影町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号））を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第９号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）であ

ります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 使用料を１１万７,０００円追加し、繰入金を３９万３,０００円減額するものであります。 

 歳出では、予備費を２７万６,０００円減額し、歳入歳出予算の総額を２,１２３万

８,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１６、承認第９号について原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第９号は原案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．承認第１０号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１７、承認第１０号専決処分事項の承認について（専決第

１０号）（令和３年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第５号））を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第１０号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第５号）で、保険給付

費及び地域支援事業費の確定に伴う補正が主なものであります。 

 まず、保険事業勘定につきまして申し上げます。 

 歳入では、保険料を４３万１,０００円、使用料及び手数料を１,０００円、それぞれ減額し、

国庫支出金は９０９万９,０００円の追加、支払基金交付金は６９８万８,０００円減額、県支出

金は７９万２,０００円増額、繰入金を３８８万２,０００円、諸収入を６万６,０００円それぞ

れ減額するものであります。 

 歳出では、総務費を３２万円、保険給付費を２,６９５万８,０００円、地域支援事業費を

２１３万円、それぞれ減額し、基金積立金を１,４００万円増額、諸支出金を３万６,０００円減

額、予備費を１,３９６万７,０００円追加して、歳入歳出予算の総額を７億４,１４５万

６,０００円とするものであります。 

 次に、サービス事業勘定について申し上げます。 



- 33 - 

 歳入では、サービス収入を１３万８,０００円追加し、繰入金及び諸収入をそれぞれ

１,０００円減額するものであります。 

 歳出では、サービス事業費を２万７,０００円減額し、諸支出金を１６万３,０００円追加して、

歳入歳出予算の総額を３４万５,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  それでは、２１ページの施設介護サービス給付費負担金が

７００万ほど減額となっておりますけど、これの説明をお願いします。 

○議長（一水 輝明君）  保健センター所長。 

○保健センター所長（丹波 昌二君）  施設介護サービス給付費の７００万の減額ですけれども、

これは施設介護サービスの給付費でございまして、入所者増がありますけれども、介護度アップ

とかありまして、３０名が４４名になっております。 

 この予算につきましては、給付費が足らないと支払いができませんので、昨年の１２月に補正

をやって、１月、２月、３月までの予算を見積もって１２月に補正を上げるんですけども、実際、

１月、２月、３月、死亡とか、そういった関係で、給付費が少なくなったということで、予算に

合わせまして、７００万の減額ということにしております。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  甲斐睦彦君。 

○議員（５番 甲斐 睦彦君）  対象者が減ったということでいいんですかね。 

 続きまして、２７ページの今度は特定入所者介護サービス費負担金が３００万ほど減額という

ことなんですが、これについての説明をお願いいたします。 

○議長（一水 輝明君）  保健センター所長。 

○保健センター所長（丹波 昌二君）  これも給付費の予算が少ない場合は支払いができませんの

で、１２月に補正をしたところでございます。先ほど申しましたとおり、１月、２月、３月に、

これほど給付費がかからなかったということで、対象人数も８４名ほどで、昨年度より４名ほど

減額となっております。このサービスにつきましては、入所者の方々の食費と入所者費が各段階

によって金額の支払いが違うんですけども、第１段階の方が生保、年金受給者、老齢年金受給者

で、第２段階の方が非課税世帯で年金が８０万以下、第３段階の方が非課税世帯で年金が８０万

から１２０万、３つ目として１２０万円以上という段階があるんです。それによりまして、食費

も、普通でしたら１,４００円の１日の食費ですけども、その方の段階によって食費が安くなる
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と。第１段階でしたら３００円とか、第２段階でしたら４００円とか、そういった感じで、段階

によって負担割が違いますので、その方の給付費ということで、昨年度より４００万ほど減って

いるというような感じで、実績で、そういった兼ね合いがありまして、この３１０万円の減額と

なっております。 

 以上です。 

○議長（一水 輝明君）  よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１７、承認第１０号について原案のとおり承認することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第１０号は原案のとおり承認するこ

とに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．承認第１１号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１８、承認第１１号専決処分事項の承認について（専決第

１１号）（令和３年度日之影町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号））を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  承認第１１号専決処分事項の承認についての提案理由を説明いたします。 

 専決しましたものは、令和３年度日之影町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）で、後

期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴う補正が主なものであります。 

 まず、歳入について、申し上げます。 

 後期高齢者医療保険料を２０５万円、使用料及び手数料を２,０００円、繰入金を４万

１,０００円、それぞれ減額するものであります。 

 次に歳出では、総務費を４万円、後期高齢者医療広域連合納付金を２０８万４,０００円、諸

支出金を６,０００円、それぞれ減額し、予備費に３万７,０００円追加して、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ５,７２９万９,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 



- 35 - 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１８、承認第１１号について原案のとおり承認することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、承認第１１号は原案のとおり承認するこ

とに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２７号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第１９、議案第２７号日之影町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第２７号日之影町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

ての提案理由を説明いたします。 

 今回の改正は、国民健康保険事業の健全運営を図るため、宮崎県を主体に国民健康保険制度の

広域化が実施され、各自治体の標準保険税率が示されますが、本町の国民健康保険税の税率を標

準保険税率に一致させる形で改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、国民健康保険の被保険者に係る医療給付費分、後期高齢者支援金

分、介護納付金分の所得割、資産割、均等割、平等割の税率を見直すものでございます。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第１９、議案第２７号について原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、議案第２７号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第２８号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第２０、議案第２８号日之影町営住宅管理条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第２８号日之影町営住宅管理条例の一部を改正する条例の提案理由

を説明いたします。 

 今回の改正は、昭和２９年度に建設された下日之影住宅の解体に当たり、日之影町営住宅管理

条例の別表より、当該住宅を削除するものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第２０、議案第２８号について原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、議案第２８号は原案のとおり可決されま

した。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第２９号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第２１、議案第２９号日之影町山村定住住宅の設置、管理及

び譲渡に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第２９号日之影町山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例

の一部を改正する条例の提案理由を説明いたします。 

 今回の改正は、宮水崎の原住宅におきまして入居者より譲渡の申出があり譲渡の手続のため、

日之影町山村定住住宅の設置、管理及び譲渡に関する条例の別表より、当該住宅を削除するもの

であります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

〔町長降壇〕 

○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  反対討論、賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

 これより採決します。日程第２１、議案第２９号について原案のとおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（一水 輝明君）  起立多数であります。よって、議案第２９号は原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第３０号 

日程第２３．議案第３１号 

日程第２４．議案第３２号 

日程第２５．議案第３３号 

日程第２６．議案第３４号 

○議長（一水 輝明君）  次に、日程第２２、議案第３０号令和４年度日之影町一般会計補正予算
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（第１号）から日程第２６、議案第３４号令和４年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第

１号）までの補正予算５件を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。町長、佐藤貢君。 

〔町長登壇〕 

○町長（佐藤  貢君）  議案第３０号令和４年度日之影町一般会計補正予算（第１号）の提案理

由を説明いたします。 

 今回の補正は、令和３年人事院勧告及び職員の人事異動に伴う人件費のほか、国の総合緊急対

策及び新型コロナウイルス感染症対策事業が主なものであります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等で、３,２０６万

８,０００円の追加。 

 県支出金は、移住者向け空き家利活用促進支援事業等で、７９万７,０００円の追加。 

 諸収入は、コミュニティ助成事業等で、３２２万９,０００円の追加。 

 町債は、過疎債ソフト事業で２０万円の追加。 

 以上、歳入補正を３,６２９万４,０００円の追加とし、歳入総額を４９億２,６２９万

４,０００円といたします。 

 次に、歳出の主なものについて申し上げます。 

 議会費は、人件費で１９万７,０００円の減額。 

 総務費は、人件費及び国の総合緊急対策、新型コロナウイルス感染症対策に伴うものなどで、

３,５３９万１,０００円の追加。 

 民生費は、人件費、国民健康保険事業特別会計操出金等で、７２４万５,０００円の減額。 

 衛生費は、人件費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保及び簡易水道事業特別会計操出

金等で、１,２１１万９,０００円の追加。 

 農林水産業費は、人件費及び地域おこし協力隊活動経費等で、２４５万４,０００円の減額。 

 商工費は、人件費及び植樹地管理委託料等で、７２万７,０００円の追加。 

 土木費は、人件費及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金で、７２万円の減額。 

 消防費は、備品購入費で２７万６,０００円の追加。 

 教育費は、人件費及び環境教育推進事業補助金等で、５１１万３,０００円の減額。 

 諸支出金は、子育て応援基金で２０万円の追加。 

 予備費は、３３１万円の追加。 

 以上、歳出補正を３,６２９万４,０００円の追加とし、歳出総額を４９億２,６２９万

４,０００円といたします。 



- 39 - 

 次に、第２表地方債補正につきましては、借入限度額を変更するものであります。 

 次に、議案第３１号令和４年度日之影町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号）の提案

理由を説明いたします。 

 今回の補正は、令和３年人事院勧告及び人事異動に伴う人件費のほか、新型コロナウイルス予

防接種費用の増、及び経費の減額に伴う補正が主なものであります。 

 まず、収益的収入について申し上げます。 

 医業収益は、公衆衛生活動収益の新型コロナウイルスワクチン接種費用で、４５５万

４,０００円を追加するものであります。 

 次に、収益的支出について申し上げます。 

 医業費用は、給与費を１,００３万１,０００円追加し、経費を１,７２７万１,０００円減額、

医業外費用は、予備費を１,１７９万４,０００円追加し、収入及び支出の予算総額を６億

９,１５５万４,０００円とするものであります。 

 次に、議案第３２号令和４年度日之影町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の提案

理由を説明いたします。 

 今回の補正は、令和３年人事院勧告及び職員の人事異動に伴う人件費の補正であります。 

 歳入は、一般会計繰入金を２２１万５,０００円減額、歳出は人件費を同額減額して、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ７億４,４３１万９,０００円とするものであります。 

 次に、議案第３３号令和４年度日之影町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の提案理由

を説明いたします。 

 今回の補正は、令和３年人事院勧告及び職員の人事異動に伴う人件費の補正であります。 

 歳入については、繰入金を２２５万６,０００円追加し、歳出では、衛生費の簡易水道費を

２２５万６,０００円追加し、歳入歳出予算の総額を６,７４３万５,０００円とするものであり

ます。 

 次に、議案第３４号令和４年度日之影町介護保険特別会計補正予算（第１号）の提案理由を説

明いたします。 

 今回の補正は、令和３年人事院勧告及び職員の人事異動に伴う人件費の補正が主なもので、保

険事業勘定のみの補正であります。 

 歳入につきましては、保険料を３万９,０００円、国庫支出金を６万３,０００円、県支出金を

３万１,０００円それぞれ減額し、繰入金を２６万５,０００円追加するものであります。 

 歳出につきましては、総務費を２９万６,０００円追加し、地域支援事業費を１６万

４,０００円減額、歳入歳出予算の総額を７億９６５万１,０００円とするものであります。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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○議長（一水 輝明君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りします。ただいま提案のありました補正予算５件については、休会中の議案熟読をお願

いすることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（一水 輝明君）  異議なしと認めます。議案第３０号から議案第３４号の５件については、

休会中の議案熟読をお願いすることに決定をいたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（一水 輝明君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 本日は、これにて散会といたします。 

午後０時01分散会 

────────────────────────────── 


